
【 

翻
　
刻 

】（
三
五
号
よ
り
続
く
）

九
月

一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
時
実
・
延
親
・
祐
殖
・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
、
其
外
祐
照
、

白
杖
以
下
北
郷
、

一
、
今
朝
延
茂
・
祐
堪
参
寺
家
、
吉
田
大
領
時
米
事
、
又
一
昨
日
廿
九
日
、�

」（3
（3
（

呵
責
之
使
者
入
申
候
、
両
度
マ
テ
乍
召
立
使
者
、
又
如
此
入
申
候
条
、
以
外

也
、
所
詮
今
日
御
供
可
闕
如
之
由
、
自
領
家
御
状
持
参
也
、
寺
家
御

返
事
ニ
〔
云
〕、
昨
日
自
領
家
方
被
申
之
間
、
朝
舜
ニ
被
尋
下
候
処
、
今
度

事
、
不
存
知
由
申
之
間
、
以
状
可
申
之
旨
被
仰
了
、
先
今
日
御
供
ハ
相
構

可
調
進
之
由
、
被
仰
候
間
、
御
供
ハ
調
進
了
、
若
小
目
代
非
下
知
、
使
者

入
申
候
間
、
其
後
使
者
等
ヲ
可
有
御
罪
科
候
、
又
小
目
代
背
一
両
度

之
御
下
知
、
放
入
使
者
候
者
、
彼
又
難
達
其
名
候
哉
旨
申
入
了
云
々
、

一
、
今
日
辰
市
沙
汰
人
等
中
、
本
旬
御
供
一
前
酒
瓶
子
代
七
十
八
文
、

下
行
、
初
任
之
時
、
拝
賀
ト
テ
両
大
行
事
御
沙
汰
之
由
、
令
申
之
処
、

正
応
二
年
五
月
十
一
日
ノ
日
記
ヲ
見
出
之
間
、
下
行
了
、

二
日
、
天
満
祭
四
種
肴
事
、
在
地
人
等
申
間
、
今
年
者
難
治
候
て
〔
と
〕、

返
答
之
処
、
頻
事
闕
候
、
所
詮
一
種
ノ
半
分
ヲ
可
致
沙
汰
之
由
、
歎�

」（3
（3
（

申
之
間
、
権（祐
世
）預殿

ト
相
合
テ
一
種
致
沙
汰
了
、
蓮
也
、

三
日
、
吉
書
到
来
、
正
預
披
露
、

勧

A

学
院
政
所
下　
使
鎰
取
重
安
、
春
日
社

可
早
任
先
例
勤
行
恒
例
神
事
等
事

右
神
事
、
任
先
例
宜
勤
行
之
状
、
依　

長（道
平
）者宣
所

仰
如
件
、
不
可
違
失
、
謹〻「故
下
」言〻、

正
和
五
年
八
月
廿
八
日	

知
院
事
左
衛
門
権
少
尉
高
橋
在
判

別
当
右
少
弁
隆〔藤
原
〕泰朝

（
光
継
）

臣
在
判

九
日
、
会
如
例
、
社
司
時
実
・
能
春
・
祐
敏
・
祐
益
・
祐
殖
・
祐
臣
、

御
供
神
戸
行
春
、

春
名
、
小
田
中
春
名
、

宗
春
、
三
橋
行
春
、

春
名
、
伴
田
春
名
、

宗
春
、
西
殿
行
春
、

春
名
、

若
宮
御
幣
役
行
春
・
春
名
等
也
、

舞
楽
・
相
撲
等
如
例
、
東
床
、
時
実
氏
人
二
人
、

西
床
、
能
春
氏
人
等
、

�

」（3
（3
（

若
宮
経
〔
祐
〕臣
、
氏
人
祐
堪
・
祐
照
、

十
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
時
実
・
祐
敏
・
祐
〔
能
〕春
・
祐
殖
・

祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
、
其
外
祐
照
、

白
杖
以
下
北
郷
、

史
料
紹
介国

文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
『
中
臣
祐
臣
記
（
正
和
五
年
）』（
下
）土

山

祐

之�

藤

原

重

雄
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十
三
日
、
自
一（良
覚
）乗院
殿
被
召
、
奉
行
西（実
弘
）御門
大
弐
寺
主
也
、
自
去
十

一
日
為
若
宮
御
祭
、
始
精
進
候
、
以
御
状
可
被　

仰
下
候
歟
、
又
何
様
ニ
モ

可
参
承
候
者
、
隔
人
ヲ
可
参
承
候
由
令
申
之
処
、
さ
ら
ハ
前（祐

司春ヵ
）殿
可
被
参
云
々
、
但
奉
行
者
被
替
少（宗
信
）納言
法
眼
了
云
々
、

仍
奉
行
e
改
被

之
上
者
、
祐
臣
参
了
、
彼
法
眼
宿
所
ニ
テ
対

面
被
仰
旨
、
自
京
都
密
々
被
仰
大
事
之
御
祈
祷
候
、
南
円

堂
御
千
度
被
勤
仕
テ
、
御
願
成
就
之
由
、
能
々
可
被
申
祈
祷�

」（3
（3
（

云
々
、
御
返
事
申
云
、
先
返
々
畏
入
候
、
凡
此
院
家
内
々
御
祈

事
、
曽
祖
父
祐
茂
勤
仕
之
間
、
至
于
祐
賢
無
相
違
候
処
、

祐
賢
之
末
さ
ま
よ
り
大
社
御
祈
所
ニ
被
仰
付
候
間
、
愁
訴

相
残
候
テ
、
送
年
序
之
処
、
御
師
能
長
除
替
之
刻
、
以
一
巻
勘

例
伺
申
入
候
処
、
今
年
正
月
両
御
方
御
参
籠
御
退
出
之
時
、

若
宮
祝
役
女
〔
如
〕古
蒙
仰
候
、
勤
仕
之
刻
、
御
季
頭
随
日
御
宮

廻
之
時
蒙
仰
候
了
、
今
又
如
此
被
仰
下
候
之
条
、
殊
畏
存
候
、

能
々
可
勤
仕
候
、
日
次
ハ
十
八
・
九
日
之
程
ヲ
可
被
計
下
候
ト
申

候
了
、
其
後
大
弐
寺
主
ニ
人
ヲ
隔
テ
乍
立
対
面
、
此
事
畏

申
了
、
日
次
ハ
自
十
八
日
始
之
、
七
ヶ
日
ニ
可
勤
仕
候
云
々
、
申
領
状

了
、
其
次
祝
祈
事
、
一
向
相
憑
由
申
候
、

十
六
日
、
千
度
御
布
施
米
可
為
弐
拾
石
、
且
拾
石
被
下
候
、
以
車
請
取
了
、�
」（3
（3
（

車
力
百
文
、
塔
内
状
、

就
太
田
庄
間
事
、
可
神
人
下
向
事
候
、
今
日
ハ
神
事
候
、

明
日
ハ
未
明
ニ
可
下
向
事
候
、
相
構
々
々
不
被
処
上
〔
等
〕閑
、
委

細
可
有
御
下
知
候
、
神（延
親
）宮預
方
ヘ
ハ
申〔可
申
ヵ
〕
て
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　

九
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

快
専
奉

　
　

若
宮
神
主
殿

同
夜
々
宮
如
例
、
委
細
在
本
記
、

十
七
日
、
御
祭
如
例
、
委
細
同
前
、

一
、
同
日
、
自
塔
内
殿
御
状
ニ
テ
、
明
日
吉
田
庄
下
向
之
料
ニ
、
神
人
一
人
可
差
給

云
々
、
御
状
在
之
、

十
八
日
、
今
日
為
南
円
堂
御
湯
仕
之
、
予
今
日
大
廻
、
宿
所
私
舘
也
、

神
人
三
人
、・
下
人
以
下
十
三
人
也
、
予
給
、

同
日
朝
而
在
之
、

廿
日
、
自
衆
徒
以
中
綱
忍
与
、
播
州
大
嶋
庄
神
人
有
可
差
下

事
、
可
用
意
、
定
日
ハ
名
主
修（祐
永
）理亮
可
申
と
〔
云
々
〕、�

」（3
（3
（

廿
一
日
、
御
神
事
如
例
、

同
日
、
自
学
侶
河
内
国
炭
山
庄
三
方
神
人
三
人
、
依
地
頭
入
部
事
、

可
差
下
、
e
一
学
侶

臈
ー
井
房
へ
可
差
遣
云
々
、

同
夜
、
御
神
楽
如
例
、
若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、

大
行
事
奉
幣
、
若
宮
祝
祐
臣
、
御
幣
備
進
役

祐
殖
、
参
会
候
故
也
、
先
例
也
、

廿
三
日
、
自
殿
下
被
召
、　

長
者
宣
去
廿
一
日
々
付
也
、
而
今
夕
酉
刻
、

到
来
、
不
審
、
両

（時実



（

（
時
実惣
官
ハ
去
十
九
日
長
者
宣
被
召
云
々
、

廿
四
日
、
南
円
堂
御
千
度
無
為
勤
仕
候
、
七
ヶ
日
間
無
風
雲
〔
雨
〕之
難
、

神
慮
令
然
歟
、
大
廻
勤
仕
テ
罷
入
宿
所
之
処
、
自
御
所

御
申
上
被
送
之
、
御
幣
五
帖
・
膝
突
布
一
段
・
御
録
〔
禄
〕被
物

一
重
也
、�

」（3
（3
（

御
御
教
書結

願
之
料
、
御
幣
五
帖
・
膝
突
布
一
段
幷
禄
被
物

一
重
被
遣
之
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

九
月
廿
四
日	

　
　

宗

少
納
言
法
眼
也
、
信

若
宮
神
主
殿

御
御
返
事結
願
之
料
、
御
幣
五
帖
・
膝
突
布
一
段
幷
禄
被
物

一
重
謹
下
預
候
了
、
能
々
可
啓
白
仕
候
、
以
此
趣
可
有
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御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

九
月
廿
四
日	

若
宮
神
主
祐
臣
請
文

同
日
、
法
眼
宿
所
罷
向
申
対
面
、
御
千
度
無
為
無
事
、
能
々

勤
仕
候
了
由
申
候
、
此
由
只
今
参
候
可
申
入
候
て
、
大
弐
寺
主
ニ
モ

門
ニ
テ
対
面
、
畏
申
了
、

廿
五
日
、
千
木
事
、
供
目
代
ニ
愚
状
勘
例
付
之
了
、
委
者
在
彼
記
、�

」（3
（3
（

廿
七
日
、
予
上
洛
申
刻
、
京
着
即
弁
殿
右
少
弁

光
継
、
上
洛
之
由
申
候
処
、

御
出
云
々
、

廿
八
日
、
朝
狩
衣
ニ
テ
弁
殿
宿
所
罷
向
之
処
、　

殿
下
御
所
へ

可
参
会
云
々
、
仍
巳
刻
、
参
御
所
、
束
帯
、
雑
色
一
人
・
下
人
四
人
、

殿
下
ウ（
太
秦
）

ツ
マ
サ
へ
御
出
云
々
、
還
御
之
時
又
参
上
、
弁
殿
戌
刻
被
参
、

若
宮
神
主
・
正
預
代
官
能
藤
参
上
之
由
、
以
内
奏
被
申
之

処
、
明
日
可
共
参
云
々
、

廿
九
日
、
早
旦
参
入
、
祐
臣
・
能
藤
参
上
之
由
被
申
入
、
猶
神（時
実
）主上

洛
之
時
、
一
度
ニ
被
仰
之
由
、
被
仰
出
之
間
、
祐
臣
訴
申
云
、
応

召
最
前
自
体
参
上
之
処
、
被
待
遅
参
之
条
、
不
便
次

第
候
、
先
蒙
仰
可
下
向
之
由
、
種
々
申
入
候
間
、
さ
ら
ハ
先

可
被
仰
ト
テ
被
仰
出
云
、
当
社
神
人
処
々
入
申
候
条
、
以
外�

」（3
（3
（

事
也
、
当
時
于
十
余
所
在
之
云
々
、
此
条
可
停
止
之
、
向
後

又
依
衆
徒
等
之
下
知
差
下
之
時
者
、
如
先
年
可
言
上
子

細
、
且
誰
カ
シ
ノ
衆
徒
之
下
知
候
〔
と
〕て
同
可
言
上
云
々
、
次

経
清
超
越
泰
平
之
条
、
何
様
御
沙
汰
哉
、
次
祐
殖
依

辞
申
文
儀
、
超
越
数
輩
之
条
、
又
何
様
次
第
候
哉
云
々
、

予
御
返
事
申
云
、
神
人
処
々
下
向
事
、
当
時
下
向
分

穴
〔
凡
〕ニ
不
存
知
、
向
後
下
向
之
時
、
可
言
上
子
細
、
畏
所
候
了
、
但

正
安
御
沙
汰
之
時
、
毎
度
両
惣
官
令
言
上
候
了
、
次
誰
カ
し

ノ
衆
徒
ノ
沙
汰
云
事
、
難
注
申
候
、
其
故
者
、
自
大
湯
屋

以
下
所
司
□
事
候
間
、
社
家
存
知
名
字
事
、
都
以
難
治
子

細
候
、
次
経
清
・
祐
殖
事
、
先
々
代
沙
汰
之
次
第
、
不
存
知
仕
候
、

但
先
規
有
無
な
と
可
注
進
候
由
、
被
仰
下
候
者
、
下
向
之
後
、�

」（3
（3
（

可
勘
見
記
録
之
由
申
之
了
、
条
々
被
聞
食
候
云
々
、

同
日
、
弁
殿
御
状
ニ
テ
維
摩
会
御
下
向
ニ
、
人
夫
・
伝
馬
可
進
由
、
被

仰
候
間
、
当
職
者
不
致
沙
汰
候
由
、
申
御
返
事
了
、

十
月

一
日
、
予
下
向
、
旬
御
供
ニ
社
参
了
、
若
宮
役
祐
臣
、
役
送
氏
人

祐
堪
、
其
故
者
、
在
上
洛
候
間
、
神
主
参
若
宮
之
処
、
馳
参
候
間
、

帰
了
、
社
司
三
人
也
、

同
日
、
能
藤
も
下
向
云
々
、

二
日
、
祐
殖
上
洛
、

三
日
、
神
主
時
実
・
能
藤
上
洛
云
々
、

同
日
、
両
宮
所
司
来
申
云
、
清
水
庄
ニ
被
立
神
木
事
候
哉
之
由
、
不

審
之
間
、
不
存
知
候
由
返
答
了
、�

」（3
（3
（

四
日
、
自
松（尊
懐
）林院
御
幣
一
帖
・
一
連
被
送
之
、
御
弟
子
遂
業

御
勤
日
云
々
、

五
日
、
彼
御
弟
子
御
参
社
、
一
帖
・
一
連
被
送
之
、
代
官
祐
堪
参
了
、

七
日
、
学
侶
集
会
ニ
千
木
事
治
定
之
由
、
自
北
戒
壇
状
給
之
、

加
利
分
雑
掌
可
引
募
云
々
、

同
七
日
、
祐
殖
下
向
、
職
事
無
為
也
云
々
、

十
日
、
自
供
目
代
以
状
、
上
洛
神
人
、
坪
江
郷（
マ
ヽ
）除林
寺
領
等
神
人

可
差
下
云
々
、
彼
状
別
紙
ニ
在
之
、

一
、
同
日
三
川〔河
〕長
山
殿
神
馬
一
疋
糟
毛
引
献
之
、
熊
野
山
ヘ

参
詣
候
て
、
以
祐
堪
申
上
候
、
去
春
花
下
連
歌
之
時
、
始
知
人
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也
、

九（符
号
脱
ヵ
）

日
、
菅（良

信
）原殿
御
奉
幣
、
自
去
一
日
御
参
籠
、
御
退
出
之
時
也
、　　
　

�

」（3
（3
（

大
社
祝
神
主
代
官
時
尚
狩
衣
、
可
為
束
帯
、
不
可
然
之
由
御
問
答

云
々
、
然
而
俄
難
改
間
、
随
役
了
云
々
、
禄
物
一
領
歟
、

膝
〔
突
脱
、以
下
同
ジ
〕

一
段
、
神
主
之
舘
御
参
籠
之
間
、
被
仰
候
歟
、

若
宮
役
祐
臣
束
帯
、

差
笏
、
引
尻
、
賜
御
幣
立
帰
之
時
、
経
所
端
ニ
天

交
替
膝
、
帰
祝
之
後
、
拝
屋
北
軒
中
程
ニ
テ
禄
単
一
領

給
之
、
即
一
拝
了
、

明
御
幣

日
可
有
御
奉
幣
候
、
祝
師
役
事
、
可
令
存
知
給
之
由
、

御
気
色
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

十
月
八
日	
法
橋
清
舜

　

若
宮
神
主
殿

　
　

追
申
、

　
　
　

御
宮
廻
時
刻
、
可
為
酉
半
刻
候
也
、
祝
役

　
　
　

事
可
為
若
宮
候
、
同
可
令
存
知
給
候
、　　
　
　
　
　

�

」（3
（3
（

明
請
文

日
可
有
御
奉
幣
候
、
祝
師
役
事
、
謹
承
候
了
、
早
可
存
其

旨
候
、
以
此
趣
可
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
八
日	

若
宮
神
主
祐
臣
請
文

　
　

追
申
、

　
　
　

御
宮
廻
時
刻
、
可
為
酉
半
刻
、
御
祝
役
可
為

　
　
　

若
宮
之
由
、
同
可
存
其
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

十
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
親
・
祐
殖
・

祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
祐
堪
、
其
外
祐
照
、

白
杖
以
下
南
郷
、

一

A

、
同
日
神
主
披
露　

長
者
宣
条
々
、

当
社
々
司
被
加
増
人
数
及
十
二
人
事
、
為
無
神
事
闕
如
也
、

而
徒
有
人
数
之
加
増
、
動
及
所
役
之
闕
如
之
条
、
太
不
可
然
事
、　�

」（3
（3
（

旬
日
十
二
人
社
司
悉
難
参
勤
、
令
結
番
一
旬
六
人
、
必
可
令

参
勤
、
若
有
重
服
軽
服
之
輩
者
、
可
相
語
傍
輩
之
社
司
、

且
三
ヶ
度
相
続
及
不
参
者
、
可
被
処
于
罪
科
也
、

三
旬
御
供
之
時
、
所
役
社
司
等
依
不
参
、
或
氏
人
直
備
進
、
或

氏
人
兼
行
役
送
之
条
、
不
可
然
、
且
於
三
旬
者
、
社
司
悉
可
令

参
勤
之
処
、
近
年
各
存
如
在
致
懈
怠
之
条
、
不
可
然
事
、

於
三
旬
者
、
氏
人
同
悉
可
令
参
勤
、
於
其
勤
否
者
、
毎
月

被
召
着
到
、
随
彼
勤
労
可
被
登
用
也
、
小
神
御
供
不
備

社
前
、
於
御
供
所
備
進
不
可
然
事
、
番
代
神
人
等
尤
守
結

番
、
可
令
給
〔
祇
〕候
宝
前
処
、
無
其
儀
云
々
、
為
事
実
者
、
太

不
可
然
、
就
中
神
殿
守
等
乍
居
其
職
、
徒
令
在
国
、
都

不
存
社
役
之
勤
、
サ〔篇
カ
〕

ニ
丁
空
忘
職
掌
、
不
及
参
勤
、
於
向
後�

」（3
（3
（

者
、
且
守
結
番
、
且
存
職
掌
、
不
可
致
懈
怠
、
若
於
令
闕
如
者
、

厳
密
可
被
行
罪
科
、
且
又
三
惣
官
同
相
計
、
可
被
行
其

科
者
也
、

以
前
条
々
如
此
、
守
此
旨
、
殊
可
令
致
其
沙
汰
之
由
、
被　

仰
下
之

状
如
件
、

　
　

十
月
八
日	

右
少
弁
在
判

　

春
日
神
主
舘

一
、
同
日
教
養
院
奉
幣
、
御
幣
三
帖
・
膝
明
日
可
被
進
之
云
々
、

大
社
・
若
宮
祝
役
予
、
束
帯
、

十
二
日
、
又
教
養
院
奉
幣
、
三
帖
・
三
連
被
送
之
、
予
狩
衣
、

両
社
祝
申
候
了
、

十
三
日
、
弁
殿
ヘ
参
、
千
木
日
時
勘
文
事
、
委
細
申
遣
候
了
、
次　

�

」（3
（3
（
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神
人
処
々
下
向
之
時
言
上
事
、
両
惣
官
如
正
安
定
注
進
之

歟
、
然
者
当
方
ハ
参
洛
之
時
モ
其
由
申
置
、
別（実
聡
）当殿
ヘ

申
、
若
御
不
審
候
時
者
、
任
正
安
御
例
、
当
職
者
不
及

注
進
候
由
、
可
有
御
披
露
之
由
申
了
、
両
条
所
〔
承
〕了

云
々
、

次
上
洛
之
時
、
人
夫
・
伝
馬
被
進
哉
之
由
被
仰
之
、
当
職
者

不
致
沙
汰
事
候
、
何
様
可
仕
哉
之
由
歎
申
テ
、
罷
帰
了
、

其
次
ニ
教
養
院
ヘ
御
遂
業
無
為
無
事
由
、
申
入
候
処
、

有
御
対
面
、
以
外
悦
被
仰
了
、

一
、
此
暁
青
女
下
向
、
黒
田
ノ
蓮
定
房
所
労
之
故
也
、

同
日
、
自
衆
徒
以
中
綱
忍
尊
、
玉
作
ヘ
神
人
五
人
可
差
下
、

可
存
其
旨
、
定
日
ハ
神
宮
預
可
申
候
云
々
、

十
五
・
六
日
両
日
ニ
、
湯
屋
舩
等
造
之
了
、　　
　
　
　
　
　

�

」（3
（3
（

廿
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
能
春
・
経
清
・
祐
永
・
e
・
泰
平

祐
世
・
延
親
・
祐
益
・

祐
殖
・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
祐
堪
・
祐
照
、

過
代　

進
弁
殿
状　

案
文　

正
和
五
三
八
○
コ
ノ
行
、
混

入
ナ
ラ
ン
、

白
杖
以
下
南
郷
、

廿
二
日
、
塔
内
禅
師
御
房
御
参
社
、
大
社
・
若
宮
祝
役
祐
臣
也
、

御
幣
紙
五
帖
e
送
被

送
之
、
御
初
参
也
、
シ
ニ
フ
、
予
、
衣
冠
、

明
御
文

日
禅
師
御
房
可
有
御
参
社
候
、
御
奉
幣
事
、
可
有
御
用

意
候
由
、
被
仰
候
也
、
可
為
未
初
点
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

快
専
奉

若
宮
神
主
殿

廿
三
日
、
禅
定
院
被
召
、
奉
行　

対　

但
威
儀
師　

九（師
教
）条殿
御
領�

」（3
（3
（

河
内
国
和
田
庄
ヘ
神
人
下
向
事
、
若
令
存
知
哉
云
々
、
代
官

祐
堪
不
存
知
候
由
申
了
、

廿
四
日
、
朝
正
預
廻
文
社
解
不
及
書
面〔留
カ
〕、

御
造
替
間
事
、
社
解
副
具
書
、
如
此
、
可
〔
子
〕細
見
状
候
歟
、
無
着
〔
差
〕

事
候
者
、
可
有
御
著
〔
署
〕候
哉
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
廿
四
日	

執
行
正
預
能
春

謹
上　

中
臣
権
官
御
中

　
　

若
追
申
、宮
神
主
殿
同
有
御
加
署
候
也
、
恐
々
謹
言
、

又
別
紙
廻
文
ニ
テ
、
昨
日
院
家
御
尋
ノ
和
田
事
、
各
存
知
哉

否
在
之
、

廿
五
日
、
今
日
自
黒
田
上
洛
、

廿
六
日
、
塔
内
殿
酒
肴
持
参
之
、
酒
二
斗
、
鯛
一
懸
、
生
芋
一
巻
一
折
、

料
チ（慈
仙
）

せ
ム
一
、
梨
子
、
𤎼
、
桶
等
也
、�

」（4
（4
（

廿
七
日
、
禅（覚
尊
）定院
殿
ヘ
和
田
事
申
候
、

預
御
尋
候
河
内
国
和
田
庄
神
人
下
向
事
、
不
存
知
仕
候
、

以
此
趣
可
有
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
廿
七
日	

若
宮
神
主
祐
臣

廿
九
日
、
朝
、
自
未
季
頭
衆
以
承
仕
春
相
、
和
田
庄
へ
神
人
可
差
下
、

若
宮
重
吉
可
差
給
云
々
、
神
主
方
一
人
・
若
宮
一
人
、
二
人

し
て
申
之
間
、
為
二
人
者
正
預
方
可
被
召
候
、
三
人
之
時
、
若
宮

可
差
遣
之
由
申
候
了
、

同
日
、
自　

禅
定
院
殿
和
田
庄
ヘ
神
人
不
可
差
下
、
若
於
未
季

頭
有
申
旨
者
可
参
、
申
入
委
細
可
有
御
問
答
云
々
、
仍
清

方
ニ
重
吉
無
左
右
不
可
下
向
旨
、
内
々
可
相
触
之
由
申
候
了
、

一
、
同
夜
参
川
長
山
判
官
代
自
懇
望
参
社
、
二
結
送
之
間
、
若
宮�

」（4
（4
（

拝
屋
ニ
テ
対
面
了
、
雑
紙
二
十
帖
宿
所
ヘ
遣
之
、
種
々
契
約
了
、

壬
十
月

一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
能
春
・
泰
平
・
祐
世
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
雑
〔
親
〕・

祐
殖
・
祐
臣
、
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若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
・
祐
照
、

白
杖
以
下
北
郷
、

四
日
、
自
衆
徒
以
永
舜
、
禁
野
関
候
者
、
東
室
・
東
金
堂
・
廻
廊

札
所
候
、
彼
関
ニ
若
有
子
細
者
、
東
野
社
領
等
可
見
続

之
由
、
可
加
下
知
云
々
、

五
日
、
自
未
季
頭
衆
以
承
仕
順
忍
、
駿
川
〔
河
〕守（能
長
）摂津

国
御
社
領
ヲ

置
質
物
候
間
、
深
蓮
房
五
師
立
点
札
之
処
、
抜
寄
〔
棄
〕テ

苅
取
之

間
、
以
外
可
及
其
沙
汰
候
、
近
日
神
人
ヲ
可
差
下
候
、
可
有
用
意
候
、�

」（4
（4
（

次
菊
薗
大
納
言
深
業
房
沙
汰
ニ
テ
、
葛
上
ヘ
今
朝
三
方
神
人

三
人
可
差
下
候
、
可
差
給
之
、
e
次
西
方
院
大
納
言
深
業
房
沙
汰

ニ
テ
櫟
本
神
人
ヲ
可
差
遣
候
、
其
も
若
宮
ニ
ハ
春
岩
ヲ
可
差

給
云
々
、

同
朝
交
野
へ
重
経
下
向
、
下
文
ハ
案
文
ヲ
自
衆
徒
被
出
間
、

其
定
ニ
書
下
了
、
彼
案
文
在
別
紙
、

同
日
、
坪
江
上
分
請
取
之
、
但
米
ハ
以
和
市
代
物
ニ
テ
可
謹
請
、

坪
江
上
分
事
下
行
ト
テ
未
被
下
行
、

同
十
七
日
、
木
ニ
テ
下
行
、
器
物
小
長
合
也
、

　
　
　

合
綿　

二
十
両

八
木　

壱
石

右
、
若
宮
御
分
謹
所
請
如
件
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（4
（4
（

正
和
五
年
閏
十
月
五
日	

若
宮
神
主
祐
臣
在
判

自
体
備
進
候
了
、

八

A

日
、
申
刻
、
四
御
殿
北
ノ
西
ノ
千
木
令
落
給
了
、
鳥
居
之
時
、

令
推
給
云
々
、
九
日
言
上
云
々
、

十
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
延
親
・
祐
殖
・

祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
当
番
、・
祐
照
、

白
杖
以
下
南
郷
、

今
日
本
旬
御
供
松
林
院
進
之
、

十

A

七
日
、
大（藤
原
公
茂
）

将
実
重
子
息
、
拝
賀
当
社
、
祝
役
御
師
泰
長
代
官
氏
人

泰
方
、
束
帯
、
神
馬
、
拝
殿
神
楽
十
貫
文
云
々
、

廿
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
親
・
祐
益
・�

」（4
（4
（

祐
殖
・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
・
祐
照
、

白
杖
以
下
南
郷
、
吉
田
御
供
両
方
寄
合
テ
勤
仕
之
、

一
、
自
衆
徒
以
中
綱
禅
智
、
河
内
国
田
上
庄
ヘ
三
方
神
人

一
人
宛
可
差
下
、
神
人
可
用
意
、
委
細
事
名
主
可
申
之

云
々
、

廿
九
日
、
次
預
大
和
国
油
河
庄
事
、
連
署
取
之
、

十
一
月

一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
時
実
・
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
延
親
・
祐
益
・

祐
殖
・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
氏
人
祐
堪
・
祐
照
、

白
杖
以
下
南
郷
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（4
（4
（

同
日
、
御
八
講
、
七
〔
去
〕年
秋
延
引
分
云
々
、
委
細
在
本
記
、

五

A

日
、
春
日
祭
如
例
、
御
供
已
上
十
六
度
、

開
御
蔵
奉
出
神
宝
役
正
預
能
春
、
役
送
権
預
祐
殖
、

手
長
氏
人
能
藤
、
但
開
御
蔵
事
、
大
略
祐
殖
勤
仕
之
、
次

奉
開
神
殿
、
備
神
宝
役
同
前
、
其
も
二
・
三
ヶ
殿
ハ
能
春
奉

開
之
、
三
・
四
ハ
祐
殖
奉
開
之
了
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
御
鎰
役
氏
人
祐
堪
、
奉
備

神
宝
事
如
例
、
今
度
御
鎰
殊
安
〳
ト〵
令
開
候
了
、

若
宮
ハ
春
岩
ヲ
可
差
給
云
々
、
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社
司
列
参
若
宮
如
例
、

上
卿
、　

弁
南
曹
、
光（藤
原
）継、
内
侍
、　

祭
次
第
如
例
、

　
　
　

社
司

時
実
・
能
春
・
祐
永
・
泰
平
・
祐
世
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
親
・
祐
益
・�

」（4
（4
（

祐
殖
・
祐
臣
、

六
日
、
神
宝
奉
納
、
如
例
、

一
、
昨
日
五
日
、
鞆
田
権
源
次
補
神
人
了
、

八
日
、
御
八
講
如
例
、
当
年
春
季
分
、
委
細
在
本
記
、

十

A

日
、
民（藤
原
為
世
）

部
卿
殿
・
宰（同
為
藤
）
相
中
将
殿
・
為
定
御
下
向
、
懐
紙
三
首
、
御
披

講
、
船
戸
屋
、
寺
家
御
沙
汰
也
、
同
酉
下
御
奉
幣
、
膝
突
、
白

布
一
段
、
神
馬
黒
栗
毛
、
大
社
引
進
之
、
宰
相
中
将
殿
御
分
也
、

御
幣
代
五
百
文
被
進
之
、

同

A

夜
、
亥
刻
、
三
首
歌
御
披
講
、
講
師
為
定
、
読
師
為
藤
、
会

衆
民
部
卿
殿
・
寺
家
得
業
御
房
・
禅
師
御
房
・
祐
春
・
祐
親
・

祐
臣
、
披
講
之
時
、
皆
円
座
令
着
給
、
披
講
以
前
三
十
首

読
歌
在
之
、
民
部
卿
殿
五
首
、
為
藤
四
首
、
其
外
三
首
つ
ゝ
也
、�

」（4
（4
（

即
日
披
講
也
、

十
一
日
、
御
神
事
如
例
、
巳
刻
、
若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長

祐
堪
、
御
供
最
中
民
部
卿
殿
御
参
社
、

其
次
御
座
始
行
如
例
、

　
　
　

社
司

時
実
・
能
春
・
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
親
・
祐
益
・
祐
殖
・

祐
臣
、

十

A

二
日
、
子
刻
、
民
部
卿
殿
御
上
洛
、
暁
御
対
面
、
今
度
披
講
事
、

定
円
法
橋
有
夢
想
事
示
給
之
、
自
愛
云
々
、

十
五
日
、
玄
禅
房
得
業
対
面
、
淀
関
務
少
輔
房
今
ハ
不
致
沙

汰
、
其
故
者
、
善（順
忍
）願上
人
三
ヶ
年
申
請
之
間
、
当
寺
領
状
有

□
致
沙
汰
、
此
上
者
、
学
侶
へ
も
自
社
家
此
由
可
触
申
、
雑�

」（4
（4
（

掌
も
以
申
状
申
之
云
々
、

十
七
日
、
御
神
楽
如
例
、
若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
若
宮
大
行
事
、

奉
幣
役
祐
臣
、
大
社
権
預
祐
世
、
衣
冠
、
能
古
〔
春
〕代

官
歟
、

十
八
日
、
矢
田
寺
ヘ
御
参
詣
、
亭
・
予
・
祐
秋
・
祐
堪
・
大
弐
公
御
青
女

等
也
、
西
京
ニ
テ
飯
室
座
衆
構
之
、

十
九
日
、
春
岩
出
仕
止
之
事
、
三
木
田
ヘ
可
差
下
由
、
加
下
知
之
処
、

種
々
難
渋
之
故
也
、

同
日
、
春
松
丸
諫
〔
陳
〕状

進
入
東
北
院
了
、

廿
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
時
実
・
祐
永
・
祐
世
・
延
親
・
祐
殖
・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
祐
堪
・
祐
照
、

白
杖
以
下
北
郷
、

一
、
今
日
祐
常
修
理
亮
除
書
披
露
、　

殿
下
御
教
書
同
披
露
之
、　　

�

」（4
（4
（

廿
二
日
、
阿
古
女
重
申
状
、
自
東
北
院
到
来
、
同
日
下
春
松
丸
之
、

但
弁
寺
主
共
ニ
他
行
、
妻
ニ
委
申
含
了
云
々
、

一
、
同
夜
寺
家
西（実
聡
）南院
、
御
辞
退
云
々
、

廿
五
日
、
参
花
林
院
、
御
寺
務
事
畏
申
入
了
、
奉
行
弁
寺
主
、
只

今
人
ニ
御
対
面
、
追
可
披
露
云
々
、
此
御
事
、
一
昨
日
自
上
被

仰
下
之
間
、
昨
日
御
出
候
、
今
日
な
と　

長
者
宣
到
来
候
歟

云
々
、
今
度
も
見
参
不
被
書
候
者
、
延
慶
三
年
ニ
モ
不
被
書

之
也
、

十
二
月
大

一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
能
春
・
祐
永
・
祐
世
・
祐
敏
・
延
親
・
e
・
祐
益

祐
殖
・

祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
祐
殖
、
手
長
祐
堪
・
祐
照
、　　
　
　
　

�

」（4
（4
（
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白
杖
以
下
南
郷
、

一
、
旬
御
供
以
前
寺
家
一
乗
院

良
ー
信
、
御
参
社
、
大
宮
祝
祐
殖
、
衣
冠
、

昨
日
当
番
之
故
云
々
、
但
先
立
テ
神
主
方
ヘ
被
仰
下
歟
、
氏
人
師

定
自
今
朝
参
儲
云
々
、
当
座
祐
殖
伺
申
候
間
、
蒙
仰
云
々
、

若
宮
祝
祐
臣
、
束
帯
、
昨
日
為
弁
寺
主
奉
行
、
明
日
巳
、
初
点

可
有
御
参
社
、
可
勤
仕
之
由
被
仰
下
了
、
両
□
録
〔
禄
〕膝

突

無
之
、
御
幣
指
ハ
サ
ミ
也
、

二
日
、
印
鎰
被
渡
之
、　

四
日
、
薬
師
院
賢
信
房
来
申
云
、
乕
一
神
殿
守
水
尾
〔
屋
ヵ
〕事ニ
、

用
途
ヲ
沙
汰
云
々
、
今
二
貫
五
百
文
不
致
其
沙
汰
候
、
〔
者
脱
〕可
致
勘

当
由
申
之
間
、
領
状
了
、
即
加
下
知
了
、
自
六
日
番
等
職

事
ニ
申
付
了
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（4
（4
（

八
日
、
自
黒
田
使
者
来
、
蓮
定
房
昨
日
事
切
了
云
々
、
重
服

御
籠
ノ
西
e
、
屋

軽
服
祐
堪
・
祐
照
・
□
□
□
、
等
御
籠
也
、

十
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
祐
永
・
祐
敏
・
延
親
自
下
第
三
臈
、・
祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
延
親
、
手
長
氏
人
延
茂
、

若
宮
ニ
ハ
祐
成
祝
〔
祇
〕候
、

十
九
日
、
宗
春
免
除
了
、
此
間
番
役
ハ
職
事
ニ
加
下
知
了
、
春
名

種
々
ニ
雖
申
之
、
日
記
等
未
見
開
也
、

廿
日
、
河
口
庄
和
布
等
請
取
之
、

謹
請　

河
口
御
庄
上
分
事

　
　
　

合
和
布　

二
帖

苔　
　

二
巻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（4
（4
（

右
、
若
宮
御
分
請
〔
謹
〕所
請
如
件
、

正
和
五
年
十
二
月
廿
日	

若
宮
神
主
祐
臣
判

廿
日
、
自
衆
徒
以
中
綱
琳
智
、
南
円
堂
仏
聖
供
米
事
、

明
日
三
方
神
人
十
人
可
差
上
京
都
云
々
、

廿
一
日
、
御
神
事
如
例
、
社
司
祐
永
・
祐
敏
・
行
忠
・
延
親
・
祐
益
・

祐
臣
、

若
宮
役
祐
臣
、
役
送
氏
人
祐
成
、
旬
御
供
之
時
ハ
、
祐
永
・
延
親

許
参
候
間
、
不
参
若
宮
、

白
杖
以
下
南
郷
、

一
、
御
ス
ヽ
ハ
キ
如
例
、
但
祐
成
雖
参
祝
、
若
宮
予
勤
仕
了
、

今
年
懸
物
数
多
、
御
鏡
二
面
奉
下
之
、

一
、
自
今
日
御
八
講
始
行
、
委
者
在
本
記
、

廿
五
日
、
阿
古
女
重
申
状
自
北〔東
北
〕乗院
給
之
、
同
廿
二
日
朝
春
松
丸
ニ�

」（4
（4
（

下
遣
之
、
同
廿
七
日
春
松
丸
来
申
云
、
此
事　

内（尋
覚
）山殿

御
寺
務
之
時
、
被
合
御
評
定
、
春
松
丸
得
利
了
、
今
度
訴

訟
事
も
、
先
度　

内
山
殿
ヘ
申
入
了
、
又　

内
山
殿
ヘ
申
入
之
後
、

可
陳
之
由
被
仰
出
候
者
、
可
採
申
候
も
〔
由
〕、
弁
寺
主
御
房
申
遣
と

被
仰
候
云
々
、

十〔廿
〕八
日
、
自
衆
徒
以
中
綱
忍
尊
、
河
内
国
福
正
庄
者
、
当
社
御
納

領
所
候
間
、
名
主
大
膳
寄
〔
亮
〕雖
催
促
不
叙
用
候
、
若
自
名

主
方
三
方
神
人
可
差
下
之
由
相
触〔候
脱
〕者、
可
加
下
知
ニ
候
□

廿
九
日
、
春
岩
免
除
了
、

晦
夜
、
々
居
御
供
二
度
如
例
、
一
度
ニ
ハ
鏡
在
之
、
若
宮
役
祐
臣
、

氏
人
祐
成
、
自
今
夜
参
籠
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

」（4
（4
（

　
　
　
　
　
　
　
　

正
和
五
年
日
記　

若
宮
神
主
祐
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
影
）

（
以
下
白
紙
）�

」（4
（4
（
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【 

解
　
題 

】

所
蔵
者
登
録
書
名
「
春
日
神
主
祐
臣
記
」［
ヤ
二-

一
四
五
］。
袋
綴
一
冊
。
墨
付

四
七
丁
。
表
紙
外
題
「
春
日
若
宮
神
主
祐
臣
記
正
和
五
年
四
季
」、
右
上
に
「
貞
」
と
打

付
書
き
、
貼
紙
「
春
」。
表
紙
裏
反
故
紙
に
正
徳
二
年
（
一
七
一
五
）
七
月
の
年
記

あ
り
。
旧
表
紙
「
祐
臣
記
／
正
和
五
年
」、
祖
本
表
紙
写
「
愚
記
第
四　

正
和
五

年
」、
末
尾
「
正
和
五
年
日
記　

若
宮
神
主
祐
臣
（
花
押
影
）」。
春
日
若
宮
神
主
を

勤
め
た
中
臣
姓
千
鳥
家
の
祐
臣
（
一
二
七
五
～
一
三
四
二
）
の
日
次
記
で
、
正
和
五

年
（
一
三
一
六
）
正
月
一
日
か
ら
十
二
月
晦
日
の
記
事
を
収
め
る
。
近
世
写
本
で
あ

る
が
、
他
の
祐
臣
記
原
本
（
た
だ
し
史
料
編
纂
所
影
写
本
『
春
日
神
主
祐
臣
記
』

［3073-22

］
正
中
二
年
記
に
よ
る
）
と
比
較
す
る
に
、
書
体
・
体
裁
を
も
意
識
し
た

良
質
な
写
し
と
み
ら
れ
る
。
永
島
福
太
郎
『
春
日
社
家
日
記
』（
高
桐
書
院
、
一
九

四
七
年
）
三
〇
・
三
一
頁
に
よ
る
と
、
千
鳥
家
に
は
正
和
三
年
・
同
四
年
・
文
保
二

年
（
一
三
一
八
）・
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
自
筆
本
四
冊
が
存
し
、
順
に
二
・

三
・
六
・
十
三
の
冊
次
番
号
が
付
く
と
い
う
。
こ
の
正
和
五
年
の
日
記
写
に
は
「
第

四
」
と
あ
り
、
冊
次
も
対
応
す
る
。
社
家
日
記
か
ら
の
抜
書
類
に
こ
の
正
和
五
年
の

記
事
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
年
間
を
通
じ
て
完
存
す
る
写
本
は
貴
重
で
あ

る
（
後
述
の
柳
原
紀
光
が
参
照
し
た
本
は
未
確
認
）。
春
日
社
の
社
司
制
度
は
、
大

中
臣
方
の
神
主
、
中
臣
方
の
正
預
・
若
宮
神
主
が
三
惣
官
と
し
て
上
層
部
を
な
し
、

若
宮
神
主
の
千
鳥
家
に
よ
る
世
襲
が
鎌
倉
時
代
に
定
着
す
る
。
本
所
影
写
本
と
も
ど

も
、
書
名
に
冠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
春
日
神
主
で
は
な
く
、
外
題
の
春
日
若
宮
神
主

（
も
し
く
は
春
日
社
司
）
が
適
切
で
あ
る
。

祐
臣
に
つ
い
て
は
、
家
集
『
自
葉
集
』
に
関
す
る
久
保
木
秀
夫
氏
の
研
（
（
（
究
に
詳
し

い
が
、
諸
補
任
等
を
統
合
し
た
大
東
延
篤
編
『
新
修
春
日
社
社
司
補
任
記
』（
春
日

宮
本
会
、
一
九
七
二
年
）
か
ら
引
用
す
（
（
（
る
。

祐
臣　

す
け
お
み　
（
千
鳥
）　

祐
春
一
男　

若
宮
神
主
正
五
位
下　

木
工
助

正
和
二
年
八
月
七
日
補
任
若
宮
神
主
、
三
十
九
歳
、

氏
人
五
臈
、
関
白
近
衛
家
平
公
、
父
祐
春

譲
也
、
同
月
十
三
日
遂
神
拝
、
神
木
入
洛
間
社
司
等
祇
候
法
成
寺
之
為
、
大
社

祝
権
預
祐
敏
、
六
臈
、
若
宮
祝
忠
公
、
七
臈
、
申
之
、
神
主
時
実
未
拝
賀
、
正
預
軽

服
中
也
、
曳
物
両
惣
官
三
貫
文
宛
、
権
官
百
疋
宛
、
祝
師
二
貫
文
宛
、
在
膝

突
、
八
種
御
神
供
備
進
之
、
康
永
元
年
十
一
月
廿
二
日
温
病
ニ
テ
卒
去
、

六
十
八
歳
、
治
三
十
年
、

　

和
歌
の
浦
に
跡
つ
け
な
が
ら
浜
千
鳥　

名
に
顕
れ
ぬ
音
を
の
み
ぞ
鳴
く
玉
葉
集

叙
位
年
次
不
詳
ナ
ル
モ
治
世
中
、
御
幸
、
神
木
御
動
座
多
々
御
沙
汰
ヲ
拝
セ
シ

歟
、
正
和
二
年
八
月
十
六
日
御
帰
座
、
神
木
入
洛
、
同
三
年
二
月
十
九
日
後
宇
多
法

皇
准
后
永
福
門
院
、
御
幸
、
同
年
八
月
十
四
日
御
帰
座
、
神
木
入
洛
、
元
徳
二
年
三
月
八
日

御
〔
後
〕醍
醐
院
行
幸
、
元
弘
元
年
八
月
廿
九
日
同
院
法
皇
、
御
幸
、
暦
応
四
年
八
月

十
九
日
御
帰
座
、
神
木
宇

治
動
座
、

正
和
二
年
に
祐
春
か
ら
の
若
宮
神
主
譲
補
を
安
堵
さ
れ
た
文
書
は
、
天
理
大
学
附

属
天
理
図
書
館
所
蔵
「
代
々
申
状
（
（
（
案
」
お
よ
び
本
所
所
蔵
『
春
日
社
旧
記
』［
貴

38-1

］
二
に
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
も
引
か
れ
る
よ
う
に
、
祐
臣
は
む
し
ろ
歌
人
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
方
面
で
の
事
績
は
久
保
木
氏
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
写
本
に
つ
い
て
も
す
で
に
小
川
剛
生
氏
に
よ
る
紹
（
（
（
介
が
あ
り
、
内
容
が
他
で
知

ら
れ
ず
、
祐
臣
の
自
筆
本
を
忠
実
に
写
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
史
料
的
な
価
値
の

高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
原
本
の
字
形
を
模
そ
う
と
し
た
た
め
か
、
か

え
っ
て
判
読
が
難
し
く
な
っ
た
箇
所
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
必
ず
し
も
南

都
周
辺
の
事
柄
に
精
通
し
て
い
た
人
物
に
よ
る
書
写
と
は
思
わ
れ
な
い
傾
向
も
見
受

け
ら
れ
る
。
ま
た
「
之
」「
候
」
な
ど
の
区
別
が
困
難
で
、
落
ち
付
き
の
良
い
方
で

翻
刻
し
た
箇
所
が
多
数
あ
る
。
画
像
が
所
蔵
館
の
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ
り
公

開
さ
れ
て
お
り
、
本
翻
刻
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
吟
味
さ
れ
た
い
。

全
く
内
容
の
知
ら
れ
な
か
っ
た
日
記
で
は
な
く
、
柳
原
紀
光
編
『
続
史
愚
抄
』
正

和
五
年
条
に
は
「
祐
春
記
」
を
典
拠
と
す
る
記
事
が
あ
り
、
比
較
す
る
と
本
年
の
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『
祐
臣
記
』
に
拠
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
（
（
（
る
。
春
日
大
社
所
蔵
『
永
正
十
四
年
古
記

抜
書
』［
日-

一
八
］（
謄
写
本
『
春
日
社
旧
記
抜
書
』［2012-31

］
に
所
収
）
に

は
、「
祐
臣
記
」
正
中
二
年
後
正
月
十
四
日
、
四
月
十
日
条
を
引
い
て
い
る
。
ま
た

個
人
蔵
「
正
和
五
年
／
旧
記
写
」
一
冊
と
し
て
、
十
月
十
一
日
条
の
長
者
宣
に
関
す

る
記
事
を
抜
書
し
た
も
の
が
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
春
日
社
司
日
記
の
転
写
時
に
作
成
さ
れ
た
目
録
に
も
、
本
年
の

『
祐
臣
記
』
の
所
見
が
あ
る
。『
祐
範
記
』
元（一
六
一
九
）

和
五
年
記
の
末
尾
に
附
載
さ
れ
る
一
丁

分
の
も
の
で
あ
（
（
（
る
。

養
和
二
年
ヨ
リ
文
治
二
年
マ
テ
旧
記　

中
臣
祐
重
自
筆	

一
冊

＊
原
本
・
千
鳥
家
蔵
：『
続
群
書
類
従
』
巻
三
十
九
「
春
日
社
司
祐
重
記
」

嘉�

吉
二
年
壬
戌
祐
時
卿
御
記
四
季
分　

権
預
中
□（虫
損
形
を
写
す
）

□	

一
冊

＊
原
本
・
春
日
大
社
所
蔵
［
日-

四
］（
大
東
家
旧
蔵
か
）

明
応
六
年
記		


一
冊

＊�

原
本
・
個
人
蔵
：『
続
群
書
類
従
』
巻
四
十
一
「
明
応
六
年
記
」
春
日
権

神
主
師
淳

至
徳
二
年
記　
　
　
　
　
　
　

権
神
主
師
盛		



一
冊

＊
『
続
群
書
類
従
』
巻
四
十
「
至
徳
二
年
記
」

文
明
十
五
年
師
順
記		



一
冊

＊
原
本
・
個
人
蔵
、
写
本
・
内
閣
文
庫
三
種
、
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録

慶
長
十
年
乙
巳
記　

正
預
従
四
位
上
中
臣
祐
範		

一
冊

＊�

原
本
・
春
日
大
社
所
蔵
［
日-

七
九
］：『
続
群
書
類
従
』
巻
四
十
二
「
春

日
正
預
祐
範
記
」

元
和
五
年
己
未
記　

正
預
従
三
位
祐
範
判
七
十
八
歳	

一
冊

＊�

原
本
・
春
日
大
社
所
蔵
［
日-

一
〇
一
］：『
続
群
書
類
従
』
巻
四
十
二

「
春
日
正
預
祐
範
記
」

右
之
分
、
御
写
ニ
成
、

正
和
五
年
祐
臣
記　

若
宮
神
主
家　
　
　
　
　

一
冊　
　

＊
写
本
・
国
文
研
蔵

明
応
八
年
記	

一
冊　
　

＊
原
本
・
個
人
蔵

寛
正
四
年
記	

一
冊

大
永
八
年
移
殿
御
神
事
記	

一
冊

＊
原
本
・
春
日
大
社
所
蔵
［
造
営-

一
三
］
カ

嘉
元
三
年　
　
　
　

祐
春
記	

一
冊

＊
原
本
・
千
鳥
家
、
写
本
・
内
閣
文
庫
、
勧
修
寺
家
旧
蔵
記
録

応
永
六
年
社
頭
日
記　
　
　

権
神
主
大
中
臣
師
盛	

一
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
一
ケ
条
御
写
し
ニ
成（（
（

、

徳
治
三
年
御
動
座
記		



一
巻

＊
原
本
・
春
日
大
社
所
蔵
［
日-

二
］：
本
誌
二
五
号

右
之
分
、
御
写
し
ニ
成
、

応
永
十
年
秋
冬
之
分		



一
冊

右
同
断
、

こ
の
書
写
事
業
の
経
緯
に
つ
い
て
は
未
検
討
だ
（
（
（
が
、
正
和
五
年
記
の
写
本
が
作
成

さ
れ
、
そ
れ
そ
の
も
の
か
転
写
本
か
が
伝
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
陽
明
文
庫
所

蔵
『
若
宮
神
主
家
蔵
記
録
之
目
録
』［
一
般
文
書
目
録95798

］
に
は
、「
祐
臣
日
記

等
之
分
」
と
し
て
「
一
、
同（正
和
）五々（年
之
日
）

々
々
記　

一
々
（
冊
）同

六
十
二
丁
」
が
み
え
る
（
尾
上
陽

介
氏
御
教
示
）。
本
写
本
と
は
丁
数
に
や
や
違
い
が
あ
り
、
改
丁
位
置
ま
で
を
写
し

て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
よ
り
降
っ
た
時
期
の
春
日
大
社
所
蔵
『
連

氏
蔵
書
再
校
目
録
』［
目-

四
］（
史
料
編
纂
所
写
真
帳
［6170.65-4-85

］）
に
正
和

五
年
記
の
所
見
は
な
い
。

＊　
　
　
　
　
　
　
　

 

＊　
　
　
　
　
　
　
　

 

＊

内
容
面
に
言
及
す
る
紙
幅
が
な
く
な
っ
た
が
、
若
干
触
れ
て
お
く
。
人
名
比
定
に

関
連
し
て
、
一
乗
院
門
跡
と
し
て
記
述
さ
れ
そ
う
な
人
物
に
良
信
・
良
覚
の
子
弟
二

人
が
い
る
時
期
に
な
（
（
（
る
。
良
信
は
本
年
十
一
月
二
十
五
日
に
三
度
目
の
興
福
寺
別
当
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と
な
る
（『
興
福
寺
別
当
次
第
』
四
）。
四
月
九
日
条
で
「
一
乗
院
殿
」
が
春
日
八
講

の
季
頭
を
勤
め
て
い
る
が
、『
大
乗
院
日
記
目
録
』
同
日
条
で
は
「
一
乗
院
新
僧

正
」
と
あ
っ
て
、
弟
子
の
良
覚
に
比
定
さ
れ
る
。
正
月
九
日
条
以
下
に
み
え
る
「
菅

原
殿
」
が
良
信
で
、『
経
覚
私
要
鈔
』
寛
正
二
年
（
一
四
六
一
）
四
月
十
三
日
条

に
、
長
者
宣
下
行
物
の
先
例
が
引
か
れ
、「
元
亨
四
〔
三
〕年

（
一
三
二
一
）
五
月
菩
提
山

殿
（
大
乗
院
慈
信
）、
同
年
八
月
菅一乗
院原
殿
（
良
信
）」
と
比
定
さ
れ
、
陽
明
文
庫

所
蔵
「
弘
安
九
年
日
記
抜
書
断
簡
」［
一
般
文
書
目
録25603

］
に
は
「
故
菅
原
殿

御
着
服
事
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
六
月
十
四
日
に
没
し

た
興
福
寺
別
当
の
一
乗
院
信
昭
に
関
す
る
こ
と
と
み
ら
れ
る
。
菅
原
殿
は
喜
光
寺

で
、 

建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
信
昭
か
ら
叡
尊
に
末
寺
と
し
て
復
興
が
委
ね
ら
れ

る
と
と
も
に
、
門
主
の
隠
居
所
、
門
跡
の
墓
所
と
な
っ
て
い
（
（1
（
た
。
同
じ
く
正
月
九
日

条
「
奈
良
殿
」
は
、
一
乗
院
門
跡
経
験
者
で
存
命
中
の
人
物
の
よ
う
で
、
覚
意
と
な

る
か
。
大
乗
院
門
跡
の
方
も
門
主
経
験
者
が
複
数
お
り
、
門
主
の
覚
尊
と
十
二
月
二

十
五
日
条
「
内
山
殿
」
尋
覚
と
の
間
で
確
執
が
あ
（
（1
（
る
。
蛇
足
な
が
ら
興
福
寺
僧
で

は
、
八
月
十
二
日
条
「
隆
見
房
得
業
」
は
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
三
月
の
中
御

門
逆
修
に
際
し
て
造
立
さ
れ
た
地
蔵
菩
薩
像
内
に
納
め
ら
れ
た
印
仏
に
過
去
者
と
し

て
名
が
み
え
（
（1
（
る
。

記
事
の
な
か
で
は
、
十
月
十
一
日
条
に
引
か
れ
る
社
司
の
旬
日
参
仕
励
行
の
長
者

宣
は
、
当
時
の
奉
仕
の
あ
り
方
が
知
ら
れ
る
文
書
で
あ
る
。
社
司
は
十
二
人
に
増
加

し
た
が
旬
祭
へ
の
不
出
仕
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
各
旬
日
ご
と
に
六
人
で
結
番
す

る
と
と
も
に
、
罰
則
な
ど
の
規
則
を
定
め
て
い
る
。
千
鳥
家
が
一
乗
院
門
跡
の
御
師

を
勤
め
る
由
緒
に
関
わ
る
も
の
（
正
月
九
・
十
一
・
十
八
日
、
七
月
二
十
九
日
、
八

月
四
・
五
日
、
十
月
九
日
条
）
や
そ
の
生
家
で
あ
る
近
衛
家
の
祈
祷
で
あ
ろ
う
か
、

七
ケ
日
の
南
円
堂
千
度
祓
（
九
月
十
三
～
二
十
四
日
条
）
も
注
目
さ
れ
る
。
八
月
十

九
日
に
は
関
白
氏
長
者
の
鷹
司
冬
平
に
よ
る
春
日
詣
が
あ
り
、
当
日
は
別
記
と
さ
れ

確
認
で
き
な
い
が
、
準
備
段
階
の
記
事
が
多
く
み
え
、
若
宮
へ
の
金
銀
御
幣
に
つ
い

て
訴
訟
も
あ
る
。
七
月
九
・
十
五
日
に
衆
徒
を
訴
え
て
い
る
嫌
疑
で
祐
臣
は
一
乗
院

に
召
さ
れ
、
二
十
三
日
に
京
都
の
長
者
御
所
で
弁
明
し
、
そ
の
間
に
は
若
宮
神
主
職

の
改
替
の
動
き
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
二
十
九
日
に
起
請
文
を
提
出
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
八
月
二
十
三
日
に
冬
平
か
ら
二
条
道
平
へ
関
白
が
替
わ
り
（
本
記
で
は
二
十
二

日
条
）、
九
月
三
日
条
で
吉
書
が
到
来
し
て
い
る
。
九
月
下
旬
に
神
人
関
係
の
案
件

で
祐
臣
も
上
洛
し
て
い
る
。
三
月
二
十
三
日
に
正
預
能
春
・
祐
殖
権
預
の
補
任
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
後
日
拝
賀
の
社
参
を
し
て
い
る
。
同
三
十
日
に
祐
殖
は
超
越
で
あ
る

と
衆
勘
を
蒙
っ
て
い
る
が
、
大
衆
に
よ
る
刑
（
（1
（
罰
で
な
く
、
氏
人
等
に
よ
る
儀
礼
的
制

裁
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
、
荘
園
・
神
人
支
配
な
ど
に
関
わ
る
記
事
は
少
な
く
な
い
。

す
で
に
『
続
史
愚
抄
』
に
要
約
さ
れ
て
い
る
が
、
三
月
十
九
日
・
十
一
月
十
日
条

の
二
条
為
世
・
為
藤
・
為
定
ら
一
族
の
参
詣
記
事
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。
ま
た
三
月
十

四
日
条
で
は
祐
臣
は
上
洛
し
、「
前
司
殿
」（
祐
春
か
）
が
花
下
連
歌
に
参
加
し
て
い

る
（
前
号
で
「
回
達
」
に
付
し
た
校
訂
注
は
削
除
）。
十
月
十
・
二
十
九
日
条
で

は
、
そ
の
際
に
初
め
て
知
っ
た
三
河
の
長
山
判
官
代
（
能
藤
、『
尊
卑
分
脈
』
二
巻

四
七
二
頁
）
が
熊
野
詣
に
あ
わ
せ
て
社
参
す
る
際
に
手
引
き
を
し
て
い
る
。『
祐
臣

記
』
正
中
二
年
記
に
も
、
三
月
四
日
条
に
「
連
歌
衆
来
臨
、
出
ク
ヽ
リ
所
果
等
在

之
、
花
盛
也
、」
あ
る
い
は
同
六
日
条
に
「
上
洛
、
為
花
下
連
歌
也
、」
と
み
え
て
盛

行
が
う
か
が
え
る
。
二
月
二
十
三
日
条
に
は
都
の
女
性
に
よ
る
長
谷
寺
参
詣
、
三
月

四
日
条
に
は
祐
臣
ら
の
日
帰
り
の
参
詣
の
記
事
が
み
え
る
。
正
月
十
九
～
二
十
六
日

条
に
み
え
る
御
山
で
の
弓
場
も
、
時
世
を
写
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

祐
臣
の
私
事
と
し
て
は
、
二
月
六
日
に
亡
母
の
服
が
終
わ
り
、
白
毫
寺
で
仏
事
が

営
ま
れ
て
い
る
。
十
月
十
三
日
条
に
妻
が
蓮
定
房
所
労
の
た
め
に
黒
田
へ
下
向
し
た

と
あ
り
、
十
二
月
八
日
に
逝
去
の
報
が
届
い
て
服
喪
し
て
い
る
。
十
一
月
十
八
日
条

で
は
、
祐
春
・
祐
臣
の
一
家
で
矢
田
寺
を
参
詣
し
て
お
り
、
西
京
で
は
飯
室
座
（
麹

座
）
か
ら
饗
応
さ
れ
て
い
る
。

十
月
二
十
一
日
条
の
「
過
代　

進
弁
殿
状　

案
文　

正
和
五
三
八
」
の
一
行
は
混
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入
と
み
ら
れ
る
が
、
原
本
の
紙
背
文
書
の
端
裏
書
を
写
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

春
日
八
講
の
別
記
は
い
く
つ
か
残
る
が
、
十
一
月
一
日
条
に
言
及
の
あ
る
本
年
分

は
、
影
写
本
の
範
囲
で
は
確
認
で
き
な
い
。
同
じ
く
若
宮
祭
（
九
月
十
六
日
条
）
や

若
宮
千
木
造
替
（
九
月
二
十
五
日
条
な
ど
）
の
別
記
、
母
の
逝
去
に
と
も
な
う
「
喪

家
中
日
記
」（
二
月
六
日
条
）
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。
な
お
閏
十
月
八
日
条
の
第

四
殿
千
木
落
下
に
関
し
て
は
、『
続
左
丞
抄
』
二
に
先
例
の
注
進
（
（1
（

状
が
あ
る
。

注（
1
）
久
保
木
秀
夫
「『
自
葉
集
』
と
伝
二
条
為
道
筆
西
宮
切
」（『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要
』
二
八
、
二
〇
〇
二
年
。『
中
古
中
世
散
佚
歌
集
研
究
』
青
簡
舎
、
二
〇
〇
九

年
、
再
録
）。
そ
の
後
、『
自
葉
和
歌
集
』
古
写
本
は
『
中
世
私
家
集
』
一
一
（
冷
泉

家
時
雨
亭
叢
書
七
五
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
収
め
ら
れ
た
。

（
2
）
前
注
久
保
木
論
文
で
も
抄
出
さ
れ
る
、
史
料
編
纂
所
影
写
本
『
千
鳥
文
書
』

［3071.65-18

］
二
「
千
鳥
神
主
伝
」
は
、
一
紙
物
で
祐
臣
の
履
歴
を
記
し
、
左
引

記
事
の
素
材
で
も
あ
る
。

（
3
）『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』
三
六
（
二
〇
〇
一
年
）
六
六
・
六
七
頁
参
照
。

（
4
）
小
川
剛
生
「
日
記
・
記
録
の
写
本
に
つ
い
て
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
典
籍

研
究
ガ
イ
ダ
ン
ス
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
四
〇
九
～
四
一
一
頁
。

（
5
）『
続
史
愚
抄
』
の
二
月
十
一
日
・
二
十
五
日
、
三
月
十
九
日
、
四
月
十
一
日
、
八
月

十
日
・
十
九
日
、
閏
十
月
八
日
、
十
一
月
五
日
・
十
日
条
が
、『
祐
臣
記
』
の
同
日

条
な
い
し
前
後
の
記
事
に
拠
る
も
の
と
わ
か
る
。
柳
原
家
で
編
ま
れ
た
『
当
家
所
持

日
記
便
覧
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
［
三
五
一-

八
八
］、
本
所
謄
写
本
『
柳
原
家
日

記
便
覧
』［2073-399

］）
三
の
正
和
五
年
の
項
に
「
春
日
若
宮
神
主
祐
臣
記
〈
四

季
〉」
と
見
え
る
が
、
当
該
の
写
本
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
し
本
稿
で
紹
介

し
た
写
本
の
表
紙
外
題
の
筆
跡
は
柳
原
紀
光
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、

こ
れ
が
柳
原
家
本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
6
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
（
紅
葉
山
文
庫
旧
蔵
）『
春
日
記
録
』［142-1181

］
七
「
元

和
五
年
乙
未
正
月
以
来
御
神
事
次
第
」、
同
蔵
（
水
野
忠
央
旧
蔵
）『
慶
長
十
年
乙
巳

正
月
以
来
御
神
事
之
次
第
』［142-1181

］、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
続
群
書
類
従
』

［453-2

］
神
祇
部
・
巻
四
十
二
「
春
日
正
預
祐
範
記
」（
慶
長
十
年
・
元
和
五
年
）。

な
お
『
祐
範
記
』
は
史
料
纂
集
と
し
て
全
文
翻
刻
あ
り
。

（
7
）
応
永
六
年
・
応
永
十
年
の
抜
書
は
、
前
注
写
本
三
種
の
末
尾
、
当
目
録
の
直
前
に

収
め
る
。

（
8
）『
南
行
雑
録
』（
謄
写
本
［2071.60-1

］
に
よ
る
）
や
『
続
南
行
雑
録
』（
謄
写
本

［2071.60-2

］、『
続
々
群
書
類
従
』
三
）
に
正
和
五
年
記
の
引
用
は
確
認
で
き
な

い
。
彰
考
館
に
よ
る
南
都
史
料
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
幡
鎌
一
弘
「
権
門
寺
社

の
歴
史
と
奈
良
町
の
歴
史
と
の
間
」（『
寺
社
史
料
と
近
世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
一

四
年
）
を
参
照
。

（
9
）
高
山
京
子
『
中
世
興
福
寺
の
門
跡
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
部
第
一
章

ほ
か
。

（
10
）
細
川
涼
一
「
大
和
竹
林
寺
・
般
若
寺
・
喜
光
寺
の
復
興
」（『
中
世
の
律
宗
寺
院
と

民
衆
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）。

（
11
）
稲
葉
伸
道
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
第
六
章
、
安

田
次
郎
『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
三
章
。
尋

覚
の
具
注
暦
日
記
は
正
和
五
年
を
欠
く
。

（
12
）
藤
原
「「
中
御
門
逆
修
」
地
蔵
菩
薩
像
の
像
内
納
入
印
仏
」（
町
田
市
立
国
際
版
画

美
術
館
編
『
救
い
の
ほ
と
け
―
観
音
と
地
蔵
の
美
術
―
』
二
〇
一
〇
年
）
二
九
・
三

〇
頁
。

（
13
）
春
日
社
に
お
け
る
「
衆
勘
」
に
つ
い
て
は
、
清
田
義
英
『
日
本
中
世
寺
院
法
の
研

究
』（
敬
文
堂
、
一
九
八
七
年
）
第
三
章
注
二
三
が
あ
る
。

（
14
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
壬
生
新
写
古
文
書
底
本
』［415-4

］
八
二
、『
鎌
倉
遺
文
』 

二
五
九
八
五
号
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費18H

03583

・24K
00116

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ

る
。
翻
刻
の
原
稿
を
土
山
が
、
解
題
の
原
稿
を
藤
原
が
作
成
し
、
相
互
に
校
正
・
確
認
し

た
。
校
正
に
あ
た
っ
て
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ォ
ラ
ス
ト
ン
氏
の
ご
助
力
を
得
た
。
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